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はじめに 

 

平成 15 年７月に次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）が

制定され、本市としても、特定事業主の立場から、次世代育成支援対策に関

する計画を策定し、働き続けながら子育てをする職員を職場全体で支える環

境を整備することにより、子育てと仕事の両立を図り、職員がより一層安心

して子どもを産み、育てることのできる環境の構築に努め、ワーク・ライフ・

バランスの実現に取り組んでまいりました。 

また、平成 27 年９月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。）が制定されたことを

受け、平成 28 年３月に女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画としても

位置付ける改訂を行い、更なる取組を進めてきました。 

こうした中、令和５年４月には子どもの視点で子どもを誰一人取り残さず、

健やかな成長を社会全体で後押しする司令塔として、「こどもまんなか社会」

の実現を目指し、こども家庭庁が発足しました。また、次世代育成支援対策

推進法は 10 年間の時限立法でありましたが、令和６年の改正により、令和 17

年 3 月 31 日までその期間が延長されました。 

このような社会状況の変化を受け、更なる職員のワーク・ライフ・バラン

スの推進及び女性の活躍の推進を図るため、新たに「第五次昭島市職員次世

代育成支援プラン（次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく

昭島市特定事業主行動計画）」（以下「本計画」という。）を策定いたしました。 

今後も職員一人一人が、この行動計画を自分自身のものとして捉え、意識

改革を図ることで、ワーク・ライフ・バランスを実現し、次世代の育成に繋

がる職場環境の整備に努めるとともに、女性が安心して働くことのできる環

境の整備にも取り組んでまいります。 

 

令和７年４月 

                            昭島市長 

昭島市議会議長 

昭島市教育委員会 

昭島市選挙管理委員会 

昭島市代表監査委員 

昭島市農業委員会
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第 1 章  総論  

 

第 1 計画の位置づけ  

 

本 計 画 は 、次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 第 19 条 及 び 女 性 活 躍 推

進 法 第 19 条 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 事 業 主 が 策 定 す る 特 定 事 業

主 行 動 計 画 と 位 置 づ け て い ま す 。  

なお、昭 島市 総合 基本計画 の分 野 別 計 画 とし て も 位置 づけら

れ て い ま す 。  

 

第 ２  計画の目的  

 

本計画は、働き続 けながら子育て を す る 職 員 を 職 場 全 体 で 支

え る 環 境 を 整 備 す る こ と に よ り 、仕 事 と 生 活 の 調 和 を 図 り 、職

員 が よ り 一 層 安 心 し て 子 ど も を 産 み 、育 て る こ と の で き る 取 組

を 推 進 し て い く こ と を 目 的 と し ま す 。  

また、女性職員が働きやすい環境を整備することにより、女  

性 職 員 の 更 な る 活 躍 を 推 進 し て い く こ と を 目 的 と し ま す 。  

 

第３  計画期間  

    

本 計 画 は 、 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で の ５ 年 間 と し ま

す。なお、本計画 を取り巻く環境が変化した場合には、適宜見

直 し を 行 い ま す 。  

 

第４  計画の推進体制  

 

本 計 画 を 着 実 に 実 施 するため、昭島 市特定事業主行動計画策

定 等 委 員 会 に お い て 、実 施 状 況 等 の 把 握 と 進 行 管 理 を 行 い ま す 。 

 

第５  実施状況の公表  

 

次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 第 19 条 第 ５ 項 及 び 女 性 活 躍 推 進

法 第 19 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 本 計 画 に 掲 げ る 目 標 を 達 成 す

る た め に 実 施 し た 措 置 状 況 を 確 認 し 、 毎 年 １ 回 公 表 し ま す 。  
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第２章  現状と課題  

 

  本 計 画 の 策 定 に 当 た り 、現 状 と 課 題 の 把 握 を 行 う た め 、第 四 次  

昭 島 市 職 員 次 世 代 育 成 プ ラ ン に お い て 目 標 数 値 に 掲 げ た 項 目 を

中 心 に 分 析 を 行 い ま し た 。  

 

 第 １  環境の整備  

  

 

  第四次昭島市職員次世代育成支援プランの目標数値  

  ・  育児休業・部分休業の取得率が  

     男 性   ４ ０％  

     女 性  １００％となるよう目指す。  

 

 

  ・  育 児 休 業 の 取 得 率 の 推 移  

女 性 職員の 育児休 業の取得率 は 100％ を 継 続 し ていま す。

男 性 職員は 対象職 員数によっ て各年 度、バラつ きはあ るもの

の、令和５ 年 度 に は 88.9％ と な り ま し た 。今 後 さ ら に 高 い 目

標 を 目 指 し 、 継 続 し た 取 組 が 必 要 と な り ま す 。  

  

  

  

 

・  男 性 職 員 の 育 児 休 業 取 得 期 間  

  育 児 休 業 の 期 間 は 、取 得 人 数 に よ り 変 動 は あ り ま す が 、取

得 し た 男 性 職 員 の 約 ５ 割 が １ 月 以 下 と な っ て い ま す 。今 後 は 、

取 得 期 間 の 長 期 化 を 図 る こ と が 課 題 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

育児休業の取得率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

男性 0.0% 38.5% 0.0% 31.3% 27.3% 73.7% 63.6% 88.9%

女性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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 第 ２  職場・職員の意識改革  

 

 

  第四次昭島市職員次世代育成支援プランの目標数値  

  ・  職員一人当たりの年次休暇の取得を対前年比で３％増加  

するように努める。  

  ・  職員一人当たりの平均時間外勤務の時間数を各年度８０  

時間以内にするよう努める。  

   

 

  ・  職 員 一 人 当 た り の 年 次 休 暇 取 得 状 況  

年 次 休 暇 の 取 得 日 数 に つ い て は 、令 和 ５ 年 は 14.6 日 と な り 、

平 成 28 年 と 比 較 す る と 2.5 日 増加しました。前年 比は、年に

よるバラつ きはあ りますが、 令和４ 年 か ら は ９ ％ の 増 と な り

ました。今 後 も さ らに増加さ せるべ く、継続し た取組 が必要

と な り ま す 。  

 

 

 

 

  ・  職 員 一 人 当 た り の 平 均 時 間 外 勤 務 の 時 間 数  

平均時間外 勤務の 時間数につ いては 、 令 和 ５ 年 度 は 108.5

時 間 と な り 、 平 成 28 年 度 と 比 較 す る と 26.4 時 間 の 増 と な り

ました。特 定の業 務に時間外 勤務が 集中する傾 向もあ ること

から、時間 外勤務 の縮減に向 けて、 さらなる対 策を講 じる必

要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均取得日数と前年対比

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

取得日数 12.1日 13.3日 13.2日 13.5日 12.9日 12.8日 13.4日 14.6日

前年比 100.0% 109.9% 99.2% 102.3% 95.6% 99.2% 104.7% 109.0%
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第３  女性職員の活躍の推進  

 

 

  第四次昭島市職員次世代育成支援プランの目標数値  

  ・  管理職に占める女性職員の割合を 30％まで高めるよう  

努める。  

 

 

  ・  役 職 別 女 性 職 員 の 割 合  

管理職に占 める女 性職員の割 合につ いては、 令 和５ 年 度 に

30.3％ と な り 、 平 成 28 年 度 と 比 較 す る と 18.4 ポ イ ン ト の 増

となりまし た。引 き続き女性 管理職 の登用に向 けて、 人財育

成 に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・  女 性 職 員 の 採 用 割 合  

採用職員の うち女 性職員に占 める割 合について は、 令 和５

年 度 に 52.9％ と な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

採用職員の状況

男性 女性 合計

令和３年度 15人 18人 33人 54.5%

令和４年度 17人 21人 38人 55.3%

令和５年度 16人 18人 34人 52.9%

女性職員の

割合

職員数

役職別女性職員の割合

管理職

計

平成28年度 3人 21.4% 5人 9.4% 11.9% 37人 27.0%

平成29年度 3人 21.4% 5人 9.8% 12.3% 38人 28.1%

平成30年度 3人 21.4% 8人 15.4% 16.7% 39人 28.7%

令和元年度 3人 18.8% 10人 18.2% 18.3% 48人 35.0%

令和２年度 3人 20.0% 12人 21.1% 20.8% 54人 38.3%

令和３年度 3人 17.6% 15人 26.3% 24.3% 53人 37.6%

令和４年度 3人 18.8% 18人 31.0% 28.4% 51人 34.9%

令和５年度 3人 17.6% 20人 33.9% 30.3% 52人 35.6%

令和６年度 4人 22.2% 21人 35.6% 32.5% 52人 35.1%

係長職
課長職部長職
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  ・  継 続 勤 務 年 数 の 割 合  

勤続年数の 平均で は、年齢構 成の偏 りから女性 職員の 方が

やや短い状 況 にあ りますが、 育児期 間中等にお いても 職員が

退 職 す る こ と な く 、 勤 務 の 継 続 が 可 能 な 状 況 に あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

令和５年４月１日現在の平均勤続年数

男性

女性

平均

15年４月

16年８月

平均勤続年数

17年９月
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第３章  目標  

 

  本 計 画 の 進 捗 状 況 を 評 価 す る た め 、 次 の と お り 数 値 目 標 を 設

定 し ま す 。  

   

  ①  育児休業の取得促進  

     

     男 女 と も に 育 児 休 業 取 得 率 100％ を 目 指 す 。  

 

②  年次休暇の取得促進  

 

     年 次 休 暇 の 取 得 率 を 対 前 年 比 で ３ ％ 増 加 す る よ う 努  

め る 。  

 

③  時間外勤務の縮減  

 

     職 員 一 人 当 た り の 平 均 時 間 外 勤 務 の 時 間 数 を 年 間 ８ ０

時 間 以 内 に す る よ う 努 め る 。  

 

④  女性職員の管理職への登用  

 

     管 理 職 に 占 め る 女 性 職 員 の 割 合 を ４ ０ ％ ま で 高 め る 。  
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第４章  計画期間中の取組内容  

  

第１   子育てと仕事の両立支援  

 

１  子育て支援制度の周知  

・  「昭島市職員子育てハンドブック」の活用  

妊 娠・ 出 産 や 育児 に 関す る 制 度 につ い てま と め た 「昭 島

市 職員 子 育 てハ ン ド ブッ ク 」 につ い て 、職 員 全 員に 周 知 を

図 り ま す 。  

 

２  子育てしながら働ける環境の整備  

・  特別休暇等の活用  

特 別休 暇 等 に つい て の情 報 を 職 員に 伝 え、 制 度 の 活用 促

進 に努 め ま す。 ま た 、該 当 す る職 員 に は、 時 間 外勤 務 、 深

夜 勤 務 ・ 休 日 勤 務 等 を さ せ な い よ う に 配 慮 を し ま す 。       

    

  ・  育児休業からの円滑な職場復帰に向けたサポート  

育 児休 業 を 取 得し て いる 職 員 が 円滑 に 職場 復 帰 で きる よ

う 、休 業 中 の職 員 に 対す る 業 務に 関 す る情 報 提 供を 行 う と

と もに 、 職 場復 帰 に 際し て 研 修そ の 他 の必 要 な 支援 を 行 い

ま す 。  

 

   ・  子育て施設等の情報提供に関する配慮  

希 望す る 職 員 に対 し て、 子 育 て の相 談 や延 長 保 育 に対 応

し てい る 市 内保 育 所 等の 子 育 てに 関 す る 情 報 提 供を 行 い ま

す 。  

  

・  子育て中の職員に対する人事異動  

産 前 産 後 の 休 養 や 育 児 休 業 の 取 得 予 定 等 に よ る 子 育 て 状

況 等 を 勘 案 し 、 必 要 に 応 じ て 人 事 異 動 に お け る 配 慮 を 行 い

ま す 。  
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３  育児協働の促進  

・  子どもの出生時における男性職員の休暇取得の促進  

す べて の 男 性 職員 が 取得 で き る 育児 に 関す る 休 暇 等に つ

い て周 知 し 、そ の 取 得の 働 き かけ を 行 いま す 。 また 、 必 要

に 応 じ て 職 場 で の 応 援 体 制 を 整 え ま す 。  

 

・  男性職員の育児休業・部分休業の取得の促進  

男 性で も 育 児 休業 や 部分 休 業 が 取得 可 能で あ る こ とを 周

知 しま す 。 また 、 職 場に お い て、 男 性 職員 が 育 児休 業 等 を

取 得 し や す い 環 境 づ く り に 努 め ま す 。  

 

   ・  育児休業を取得した男性職員の事例紹介  

育 児 休 業 等 を 実 際 に 取 得 し た 職 員 の 体 験 談 等 の 情 報 を  

提 供 し て い く こ と に よ り 、育 児 休 業 等 に 対 す る 理 解 を 深 め 、

育 児休 業 等 の取 得 を 希望 す る 職員 が 抱 く不 安 の 軽減 を 図 り

ま す 。  

 

第 ２  職場・職員の意識改革  

 

１  年次休暇の取得促進  

   ・  休暇取得促進キャンペーン等の実施  

休 暇取 得 促 進 キャ ン ペー ン 等 を 実施 し 、取 得 促 進 の周 知

を 図り ま す 。ま た 、 取得 状 況 の低 い 部 署に つ い ては 、 そ の

管 理 職 に 注 意 喚 起 を 行 い ま す 。  

 

   ・  休暇計画表の策定  

各 職場 に お い て 休 暇 計画 表 を 作 成す る とと も に 休 日等 を

利 用し 連 続 休暇 の 取 得を す る よう に 呼 びか け る など 、 年 次

休 暇 を 取 得 し や す い 環 境 づ く り に 努 め ま す 。  

 

２  時間外勤務の縮減  

・  時間外の上限時間の原則を周知徹底  

令 和 元 年 度 に 設 定 し た 時 間 外 勤 務 に お け る 上 限 時 間 の  

原則が、月 45 時間、年 360 時 間 で あ る こ と に つ い て 、周 知

徹 底 を 行 い ま す （ 働 き 方 改 革 関 連 法 の 施 行 に 伴 い 、 時 間 外 勤

務 の 上 限 が 労 働 法 基 準 法 に 規 定 ）。  
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・  ノー残業デー等の徹底  

月 ２回 ノ ー 残 業デ ー 及 び 、 各 課 にお い て 設 定 す る 定時 退

庁 デ ー の 取 組 を 推 進 し 、 定 時 退 庁 指 導 に 取 り 組 み ま す 。  

 

・  業務の見直し  

事 務事 業 評 価 制度 に 基づ く 業 務 の再 点 検を 行 い 、 簡素 で

効 率的 な 業 務運 営 に 努め ま す 。ま た 、 ロー テ ー ショ ン に よ

る 業務 担 当 者の 定 期 的な 変 更 を行 う こ とで 、 相 互連 携 が 図

れ る よ う に 努 め ま す 。  

 

  ３  ハラスメント防止対策の推進  

   ・  啓発活動・研修の実施  

職 場等 に お け るハ ラ スメ ン ト や カス タ マー ハ ラ ス メン ト

等 の 防 止 の た め 、 啓 発 及 び 研 修 を 行 い ま す 。  

 

４  柔軟な働き方への整備  

・  フレックスタイム制度の検討  

育 児や 介 護 等 で時 間 的な 制 約 が ある 職 員が 、 能 力 を十 分

発 揮し 、 高 い士 気 を もっ て 効 率的 な 勤 務が で き るよ う 、 働

く 時間 を 柔 軟に 設 定 でき る フ レッ ク ス タイ ム の 導入 を 検 討

し ま す 。  

 

・  テレワーク制度導入の検討  

場 所や 時 間 にと ら わ れな い 柔 軟な 働 き 方を 実 現 する た め 、

在 宅勤 務 だ けで は な く、 サ テ ライ ト オ フィ ス 勤 務や モ バ イ

ル ワー ク を 含め て テ レワ ー ク 制度 の 本 格 導 入 を 検討 し ます 。 

  

第３  その他次世代育成支援対策に関すること  

    

１  地域の子育てへの貢献  

   ・  地域における子どもに関する取組等への参加促進  

市 役所 に 勤 務 をす る 職員 は 、 同 時に 地 域社 会 の 構 成員 で

あ り、 地 域 にお け る 子ど も に 関す る 取 組 等 へ の 積極 的 な 参

加 を 促 進 し ま す 。  
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・  子育てしやすい施設づくりの促進  

地 域社 会 の 拠 点と な って い る 市 の公 共 施設 に お い て 、 子

ど も連 れ の 方で も 安 心し て 利 用で き る 施設 づ く り に 努 め て

い き ま す 。  

                       

２  子どもと触れ合う機会の充実  

   ・  職場見学の受け入れ  

子 ども に 親 の 働い て いる と こ ろ を実 際 に見 せ 、 子 ども と

触 れ合 う 機 会を 充 実 させ る こ とに よ っ て、 親 の 仕事 に 対 す

る 理 解 と と も に 学 習 機 会 の 提 供 に 努 め て い き ま す 。  

 

第４  女性職員の活躍の推進   

   

  １  キャリア形成支援  

・  キャリアデザイン研修の実施  

自 己理 解 を 深 め、 将 来の な り た い姿 の 実現 に む け て、 キ

ャ リア デ ザ イン を 主 体的 に 設 計す る た め の 研 修 を実 施 し て

い き ま す 。  

 

・  マネジメント研修の実施  

係 長 職 以 上 の 職 員 の マ ネ ジ メ ン ト 力 の 向 上 を 図 る た め  

の 研 修 を 継 続 的 に 実 施 し て い き ま す 。  

 

  ２  女性職員が活躍できる環境の整備  

   ・  女性職員の管理職への登用  

男 女問 わ ず 職 員ひ と り一 人 の 能 力を 引 き出 し 、 性 別に 捉

わ れ な い 職 員 の 登 用 を 推 進 し て い き ま す 。  

 

   ・  職員の適正配置  

人 事情 報 を 基 に、 職 員の 適 正 や 意向 を 把握 し た 上 で、 職

員 の持 つ 能 力を 最 大 限に 活 用 でき る よ うに す る とと も に 、

モ チ ベ ー シ ョ ン の 向 上 に つ な げ る 人 員 配 置 を 行 い ま す 。  
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第 五次  

昭島市職員次世代育成支援プラン  

 

 （次世代育成支援対策推進法及び女性  

活躍推進法に基づく昭島市特定事業  

主行動計画）  

 

令 和７年４月改訂  

 

 

発 行  昭 島 市 

編集  総務部職員課  

 


